
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

券 種 シーズン券料金 購入特典 

大人（中学生以上） ￥６２,０００ 食事券５００円分      ×      ６枚 

（ ３０００円分 ） 

子ども（小学生） ￥28,０００ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 年 4 月 25 日（金）  

～ 2025 年 11 月 24 日（月） 

※ 悪天候、コース整備などで、一部コースを閉鎖する場合があります。 
※ 第１,４リフトの運航日は、ホームページをご確認ください。 

シ ー ズ ン 券 料 金 

申 込 方 法 

使用規約をご確認の
上、申込書をご記入く
ださい。 

早期購入
 

早期購入 

特典 

① 食事券５００円分を６枚追加（合計１２枚→6,000 円分） 

② 同行者が利用可能な MTB１日券の 1,000 円割引券×3 枚 

or 

証明写真を、申込書
に貼り付けてくださ
い。 

「現金書留」か「銀行振
込+郵送」で、代金と申
込書をお送り下さい。 

４/２５以降、ﾁｹｯﾄ窓口
で身分確認後、ｼｰｽﾞﾝ
券をお渡しします。 

早期購入締切：２０２5 年４月１９日必着 （郵送・振込どちらも期日まで有効） 

〒399-0211 

長野県諏訪郡富士見町富士見 6666-703 

富士見パノラマリゾート シーズン券係 

金融機関  諏訪信用金庫富士見支店 

口座番号 （普通）1061702 

口座名義  シヤ）フジミパノラマリゾート 

【 現金書留・申込書郵送先 】 【 お振込先情報 】 



 

 

 

 

2025 富士見パノラマリゾートMTB PARK シーズン券使用規定 

一般社団法人富士見パノラマリゾートが発行するMTB PARKシーズン券利用者は、以下に定められた規

定を順守するものとします。 
 

                                                

 

■ ご利用方法 

① チケット売場にて、当日のMTB１日券をお受け取りください。シーズン券はお預かりします。 
※ 当日掛け捨ての傷害保険（富士見パノラマリゾート MTB セーフティクラブ）に入会される方
は、当日の入場申込書兼誓約書をご記入いただき、チケット売場にて、入会金２００円ととも
にご提出ください。 

② MTB 1 日券を、ヘルメット又はMTB本体の右側に貼付し、ゴンドラ・リフト乗り場で提示して
ください。 
※ チケット売場横のテントに、テープをご用意しておりますので、ご自由にお使いください。 
③ お帰りの際、チケット売場にて当日のMTB 1 日券を提示し、シーズン券をお受け取りください。 
※ チケットの引き換えは、4月～10 月 17  00 まで。11 月～16  30 までです。時間までにお越し
ください。 

 

■ 注意事項 

・ お申込み後は、いかなる場合もキャンセル、払戻しには応じかねます。 
・ コース利用の際は、入場申込書兼誓約書の注意事項・ルールにのっとり自己責任において走行し
てください。  

・ ヘルメットは必ず着用してください。フルフェイスヘルメットの着用を強く推奨します。その他、
プロテクターの着用も同様です。 

・ ケガの補償はございません。別途傷害保険にご加入いただくことをお勧めいたします。  
・ 当日掛け捨ての傷害保険「富士見パノラマリゾートMTBセーフティクラブ（入会金 200 円）」を
ご用意しております。ご加入は、入場申込書兼誓約書にご記入の上、チケット売場でお手続きく
ださい。 

・ シーズン券を紛失した場合は、直ちにチケット売場にお申し出ください。 

・ 富士見パノラマリゾート利用約款が適用されます。 

■ 不正・禁止事項について 

・シーズン券は、ご本人様のみ有効となります。ご本人様以外はご利用いただけません。 
・以下の行為を確認した場合、今シーズンのご利用は無効、シーズン券は没収させていただきます。 

 

 

 

 

 

■ 第１リフト・第４リフト運行予定日 

・原則、グリーンシーズン期間中（2025 年４月 25 日～11月 24 日）の土日祝日に運航します。 
・８月 12 日（火）～８月 15 日（金）のお盆期間は、運航予定です。 
・詳細は、富士見パノラマリゾートのホームページをご確認ください。 

 

【     シーズン券 使用規定 】 

必ずお読みください。 

✓ ゴンドラ又はリフトご乗車の際、当日のMTB１日券をご提示いただけない場合。 
✓ シーズン券を他人へ貸与、転売、譲渡された場合。 
✓ コース外走行、レストランへの飲食物の持ち込み、私物放置など、施設のルール・マナ

ーに反する行為。 


